












1 はじめに 

従来実施されていたマススクリーニング検査に先天性副腎過形成症も対象疾患とし

て,1989 年 1月より追加されるはこびとなった。その実施に当り,昭 52年 7 月 12日児発第

441 号厚生省児童家庭局長通知「先天性代謝異常検査等の実施について」の一部を改正し,

昭和 64 年 1月 1 日から適用する旨の通知(児発第 886 号)が都道府県知事,指定都市市長宛

にだされた(昭和 63年 11 月 1日付)。すなわち検査対象疾患として,「先天性副腎過形成症」

を加え,検査は「先天性副腎過形成症についてはエンザイムイムノアッセイ法」の記載を加

える旨の改正通知である。これに伴い,厚生省児童家庭局母子衛生課長から都道府県および

指定都市の母子衛生主管部(局)長宛の通知(児母衛第 18 号)も一部改正される旨の通知(児

母衛第 32 号)がだされた。この課長通知に参考資料として別添された厚生省心身障害研究

班による「先天性副腎過形成症の早期発見方法の確立について」を以下に転記し,これに補

足を加えることとした。 


